
図1　救急医療体制体系図（救急医療を取り巻く現状，厚生労働省）

平成30年4月1日現在
ドクターヘリ（52か所）

入院を要する救急医療（第二次救急医療）
病院群輪番制病院（396地区，2,874か所）

平成29年3月31日現在

平成30年3月26日現在

共同利用型病院（22か所）

初期救急医療
在宅当番医制（600地区）

平成29年3月31日現在
休日夜間急患センター（563か所）

救命救急医療（第三次救急医療）
救命救急センター（289か所）

（このうち高度救命救急センターは41か所）


